
① 訂正手続きについて
住所や電話番号の変更、婚姻による改姓等の際に、登録内容を訂正する
手続きです。
○窓 口～警察署または交番
○手数料～かかりません

※名義人の変更は出来ません。

② 削除手続きについて
譲渡、売却、廃棄等により自転車を手放す際に、登録内容を削除する手

続きです。
○窓 口～警察署または交番
○手数料～かかりません

③ 手続きの方法
原則、手続きは

登録名義人
登録名義人の家族
名義人から手続きの委任を受けた方

が、警察署または交番で行うことが出来ます。
手続きに際して、

⑴自転車防犯登録番号や車体番号を確認出来るもの
例～自転車本体、自転車防犯登録カード、防犯登録シール、
写真、メモなど

⑵身分証
⑶委任状（委任を受けた方のみ）

が必要になります。
自転車防犯登録に関してご不明な点は、最寄りの警察署または交番、駐

在所までお問合せください。

自転車防犯登録訂正、削除

どちらの手続きも警察が窓口です！

手続き知ってますか？

北海道警察

北海道警察公式防犯アプリ

ほくとポリス
不審者マップ
防犯ブザー
ちかん対策
防犯情報表示

主な機能


